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川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害者福祉施設条例等の一

部を改正する条例 

（川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害者福祉施設条例の一部改

正） 

第１条 川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害者福祉施設条例（昭

和４６年川崎市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

  第３１条第３号中「第５条第１３項」を「第５条第１４項」に改め、同条

第４号中「第５条第１４項」を「第５条第１５項」に改め、同条第５号中「第

５条第１５項」を「第５条第１６項」に改める。 

  第４０条第１号及び第２号中「第５条第１８項」を「第５条第１９項」に

改め、同条第３号中「第５条第２７項」を「第５条第２８項」に改める。 

  第４５条第１号中「第５条第２３項」を「第５条第２４項」に改める。 

  第９９条中「第５条第２８項」を「第５条第２９項」に改める。 

  第１２８条第１号中「第５条第１７項」を「第５条第１８項」に改める。 



 

（川崎市身体障害者福祉会館条例の一部改正） 

第２条 川崎市身体障害者福祉会館条例（昭和５７年川崎市条例第１５号）の

一部を次のように改正する。 

第３条第４号中「第５条第１４項」を「第５条第１５項」に改め、同条第

５号中「第５条第１８項」を「第５条第１９項」に改める。 

（川崎市障害者就労支援施設条例の一部改正） 

第３条 川崎市障害者就労支援施設条例（昭和３６年川崎市条例第１３号）の

一部を次のように改正する。 

  第３条第１号中「第５条第１４項」を「第５条第１５項」に改め、同条第

２号中「第５条第１８項」を「第５条第１９項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


